
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   

    

  

     

            

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年発表された平成２６年度税制改正大綱よりその主なポイントを項目毎にまとめる。第１回

は資産税関連。目立ったのは「医業継続に係る相続税の納税猶予制度」が創設されたこと。概要

は、相続により、持分の定めのある医療法人の持分を取得した場合において、その医療法人が認

定医療法人（仮称）に該当するなど一定の要件を満たした場合には、その持分にかかる相続税の

納税を猶予（控除）される、というもの。例えば、認定医療法人認定医療法人認定医療法人認定医療法人（（（（仮称仮称仮称仮称：：：：医療法等医療法等医療法等医療法等にてにてにてにて規定規定規定規定するするするする

移行計画移行計画移行計画移行計画（（（（仮称仮称仮称仮称））））についてについてについてについて厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣のののの認定認定認定認定をををを受受受受けたけたけたけた医療法人医療法人医療法人医療法人））））になりになりになりになり、、、、３３３３年以内年以内年以内年以内でかつでかつでかつでかつ定定定定款款款款

でででで定定定定めためためためた移行期間移行期間移行期間移行期間にににに相続相続相続相続がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合、、、、移行計画移行計画移行計画移行計画のののの期間満了期間満了期間満了期間満了までそのまでそのまでそのまでその納税納税納税納税をををを猶予猶予猶予猶予しししし、、、、移行期間移行期間移行期間移行期間

内内内内にににに当該相続人当該相続人当該相続人当該相続人がががが持分持分持分持分のののの全全全全てをてをてをてを放棄放棄放棄放棄したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、猶予税額猶予税額猶予税額猶予税額をををを免除免除免除免除するするするする。。。。移行期間内に持分の定

めのない医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し等の事由が生じた場合は、猶予税額納

付となる。また、持分の定めのない医療法人に移行する場合において、出資者の親族等の相続税

又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められたときは、当該医療法人に対してその

持分に相当する価額の贈与があったものとみなして贈与税が医療法人に課税される。さらに贈与

税の納税猶予制度も創設された。 

 

  

第 1006号 

AFN-1006 

 

1994199419941994 年年年年 1111 月月月月 17171717 日創刊日創刊日創刊日創刊    毎週発行毎週発行毎週発行毎週発行    

葵総合経営葵総合経営葵総合経営葵総合経営センターセンターセンターセンターだよりだよりだよりだより週刊版週刊版週刊版週刊版    

H26. １１１１    ／／／／２０２０２０２０（（（（月月月月）））） 

『平成２６年度税制改正概要 相続税・贈与税関係』 

『ゴルフ会員権の譲渡損 損益通算は平成２６年３月末まで』 

                    21212121 世紀世紀世紀世紀をををを創造創造創造創造するするするする中小企業中小企業中小企業中小企業ののののベストパートナーベストパートナーベストパートナーベストパートナー        〒〒〒〒460460460460----0012001200120012    名古屋市中区千代田三丁目名古屋市中区千代田三丁目名古屋市中区千代田三丁目名古屋市中区千代田三丁目 14141414 番番番番 22222222 号号号号    

                                                                                                                                                            (    (    (    (葵総合税葵総合税葵総合税葵総合税理士法人理士法人理士法人理士法人))))    

                                                                                                            TELTELTELTEL：：：：(052) 331(052) 331(052) 331(052) 331----1768176817681768    FAXFAXFAXFAX：：：：(052) 332(052) 332(052) 332(052) 332----5282528252825282    

                『『『『HomepageHomepageHomepageHomepage』』』』http://www.aoihttp://www.aoihttp://www.aoihttp://www.aoi----cms.com/cms.com/cms.com/cms.com/        『『『『eeee----mailmailmailmail』』』』aoiaoiaoiaoi@aoi@aoi@aoi@aoi----cms.comcms.comcms.comcms.com        

ゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡損失と他の所得との損益通算が平成２６年４月から廃

止されることになる。平成２６年度税制改正大綱に盛り込まれたことによるものだ。  

所得税法上、（１）競走馬（事業用と認められるものを除く）その他射こう的行為の手段とな

る動産（２）居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有す

るもの（別荘等）、その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産（３）貴

石、貴金属、真珠、書画、こっとう及び美術工芸品等で３０万円超のもの、その他生活の用に供

する動産のうち生活用動産以外のものについては、「生活に通常必要でない資産」として、その

譲渡損失と他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない。現行、ゴルフ会員権

等は「生活に通常必要でない資産」の対象とはなっておらず、譲渡損失と他の所得とで損益通算

が可能になっている。しかし、平成２６年度税制改正では、前述した（２）の範囲に、ゴルフ会

員権やリゾート会員権を追加する見直しが行われることになっている。含含含含みみみみ損損損損のののの    

あるあるあるあるゴルフゴルフゴルフゴルフ会員権会員権会員権会員権をををを所有所有所有所有しているしているしているしている場合場合場合場合、、、、これをこれをこれをこれを譲渡譲渡譲渡譲渡しししし、、、、他他他他のののの所得所得所得所得とととと損益通算損益通算損益通算損益通算するするするする    

にはにはにはには平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年３３３３月末月末月末月末がががが最後最後最後最後となるとなるとなるとなる。。。。    

 


